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する。

平成22年８月31日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第32号

秋田市建築基準法施行細則の一部を改正する規則

秋田市建築基準法施行細則（昭和48年秋田市規則第12号）の一
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規 則
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部を次のように改正する。

第22条中「次の各号に」を「、次に」に、「（法第76条の３第２

項」を「（同項」に、「第２号および第６号」を「第３号」に改め、

同条第６号を削り、同条第５号中「しよう」を「締結しよう」に、

「の建築基準」を「に関する基準」に改め、同号を同条第６号と

し、同条第４号中「附近見取図」を「付近見取図」に改め、同号

を同条第５号とし、同条中第３号を削り、第２号を第３号とし、

同号の次に次の１号を加える。

� 法第69条に規定する土地の所有者等（法第77条の規定によ

り土地の所有者等とみなされた者を含む。以下「土地の所有

者等」という。）の全員の住所および氏名ならびに建築協定

に関する全員の合意があったことを示す書類

第22条第１号の次に次の１号を加える。

� 建築協定を締結しようとする理由書

第23条中「申請書」を「変更認可申請書」に改め、「（法第76条

の３第６項において準用する場合の申請にあっては、第２号およ

び第５号に掲げる書類を除く。）」を削り、同条中第４号を削り、

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。

� 建築協定を変更しようとする理由書

第23条第５号中「の全員」を「（建築協定の効力が及ばない者

を除く。次条において同じ。）の全員の住所および氏名ならびに

建築協定の変更に関する全員」に改め、「および当該書類に押印

されている印鑑の印鑑証明書」を削る。

第24条中「申請書」を「廃止認可申請書」に改め、「（法第76条

の３第６項において準用する場合の申請にあっては、第１号およ

び第３号に掲げる書類を除く。）」を削り、同条中第２号を削り、

第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。

� 建築協定を廃止しようとする理由書

第24条第３号中「所有者等の」の次に「全員の住所および氏名

ならびに建築協定の廃止に関する」を加え、「および当該書類に

押印されている印鑑の印鑑証明書」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市告示第208号

平成22年７月27日に秋田市文化振興条例（昭和58年秋田市条例

第４号）第６条第２項の規定に基づき表彰した者の氏名および事

績の概要を、秋田市文化振興条例施行規則（昭和58年秋田市規則

第11号）第８条第２項の規定により告示する。

平成22年８月２日

秋田市長 穂 積 志

秋田市文化選奨

佐
さ

藤
とう

正
ただし

写真の研鑚に努め、優れた写真集「ふるさとの祭り 童
わらし

っ子
こ

」

を出版し、民俗芸能の貴重な記録を残すなど本市文化の振興に貢

献した。

船
ふな

木
き

昭
あき

子
こ

洋画の研鑚に努め、優れた作品「風のスクリーン」を発表し、

抽象画の持つ魅力を広く伝えるなど本市文化の振興に貢献した。

田
た

中
なか

郷
さと

子
こ

音楽の研鑚に努め、優れた作品「第２回 伝統を継ぐ 田中郷

子邦楽演奏会～宮城道雄の音楽より～」を発表し、邦楽の持つ魅

力を広く伝えるなど本市文化の振興に貢献した。

秋田市告示第209号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条および第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてそ

の例による場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療

支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定および

廃止したので、同法第55条の２の規定により告示する。

平成22年８月３日

秋田市長 穂 積 志

１ 指定

２ 廃止

秋田市告示第210号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例

第28号）第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放

置禁止区域内および自転車等放置規制区域内に放置されていた自

転車等を次のとおり撤去し、保管したので、同条例第11条第１項

の規定により告示する。

平成22年８月６日

秋田市長 穂 積 志

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 13台

イ 秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ３台

ウ 秋田駅南地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ４台

� 撤去し、保管した年月日

平成22年７月３日から平成22年７月13日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内）秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成22年８月20日から平成23年２月20日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還

申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の
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告 示

名 称 所 在 地
指 定

年月日

佐 野 薬 局

保戸野千代田町店

秋田市保戸野千代田町14番

７号エンプレス泉１Ｆ

平成22年

６月６日

並木クリニック
秋田市寺内堂ノ沢一丁目７

番28号

平成22年

５月12日

名 称 所 在 地
廃 止

年月日

佐 野 薬 局

保戸野千代田町店

秋田市保戸野千代田町15番

31号プレジール宇佐見１階

平成22年

６月５日

並木クリニック
秋田市寺内堂ノ沢一丁目７

番28号

平成22年

５月11日



利用者又は所有者であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用

者等の引取りがないものについての所有権は、本市に帰属する。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話834－6497

秋田市告示第211号

次の納税通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないため送

達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条

の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送

達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成22年８月12日

秋田市長 穂 積 志

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成22年度および過年度分国民健康保険税納税通知書

秋田市告示第212号

次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明のため送

達できないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定に基づき公示送達する。

なお、当該書類は、財政部市民税課で保管し、送達を受けるべ

き者が請求したときは、いつでも交付する。

平成22年８月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

秋田市将軍野東二丁目10番５号 畠 山 忠 光

２ 送達すべき書類の名称

平成22年度市民税・県民税納税・納税変更通知書兼特別徴収

税額決定・変更通知書

秋田市告示第213号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項および

同条第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含

む。以下同じ。）の規定に基づき、介護扶助および介護支援給付

のための介護を担当させる機関を次のとおり指定、変更および廃

止したので、同法第55条の２の規定により告示する。

平成22年８月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 指定

２ 変更

３ 廃止

秋田市告示第214号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条および第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてそ

の例による場合を含む。）の規定に基づき、医療扶助および医療

支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定、休止

および廃止したので、同法第55条の２の規定により告示する。

平成22年８月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 指定

２ 休止

３ 廃止

秋田市告示第215号

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第60条第１項の規定

に基づき、平成22年８月14日午後３時25分に秋田市域に発令した

避難勧告を、同日午後９時をもって解除したので、同条第４項の

規定のより告示する。

平成22年８月14日

秋田市長 穂 積 志

１ 解除した住所および世帯数

秋田市下新城笠岡字堰根地区

秋田市下新城岩城字下向地区
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名 称 所 在 地
指 定

年月日

佐 野 薬 局

保戸野千代田町店

秋田市保戸野千代田町14番

７号エンプレス泉１Ｆ

平成22年

６月６日

指 定 訪 問 介 護

事業所ほっと松崎

秋田市下北手松崎字家の前

４番地４

平成22年

４月１日

名 称
変更事項（所在地） 変 更

年月日変更前 変更後

アースサポート

秋田

アースサポー

ト株式会社

秋田在宅サー

ビスセンター

アースサポー

ト秋田

平成22年

６月１日

名 称 所 在 地
廃 止

年月日

佐 野 薬 局

保戸野千代田町店

秋田市保戸野千代田町15番

31号プレジール宇佐見１階

平成22年

６月５日

介護老人保健施設

勝 平 苑
秋田市新屋北浜町21番10号

平成22年

４月30日

名 称 所 在 地
指 定

年月日

加賀谷こども医院
秋田市御野場新町四丁目７

番22号

平成22年

７月12日

せ き 歯 科

ク リ ニ ッ ク

秋田市牛島西三丁目６番16

号

平成22年

７月１日

名 称 所 在 地
休 止

年月日

池 田 内 科 医 院
秋田市土崎港中央五丁目５

番10号

平成22年

６月30日

名 称 所 在 地
廃 止

年月日

加賀谷こども医院
秋田市御野場新町四丁目７

番17号

平成22年

７月11日



岩城字上向地区

岩城字右馬之丞地区

岩城字槻ノ木地区 合計169世帯

秋田市告示第216号

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第60条第１項の規定

に基づき、平成22年８月14日午後８時30分に秋田市域に発令した

避難勧告を、同月15日午前８時をもって解除したので、同条第４

項の規定により告示する。

平成22年８月15日

秋田市長 穂 積 志

１ 解除した住所および世帯数

秋田市雄和碇田地区 47世帯

秋田市告示第217号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成22年８月17日

秋田市長 穂 積 志

１ 変更があった認可地縁団体の名称

台町内会

２ 認可年月日

平成９年２月12日

３ 変更があった事項およびその内容

主たる事務所の所在地

変更前 秋田市河辺岩見字鍛冶屋敷91番地１

変更後 秋田市河辺岩見字曲田39番地１

４ 変更年月日

平成22年８月７日

５ 変更の理由

町内会館を新築したことによる。

秋田市告示第218号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例

第28号）第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放

置禁止区域内および自転車等放置規制区域内に放置されていた自

転車等を次のとおり撤去し、保管したので、同条例第11条第１項

の規定により告示する。

平成22年８月19日

秋田市長 穂 積 志

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 12台

イ 秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ９台

ウ 秋田駅南地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 １台

� 撤去し、保管した年月日

平成22年７月16日から平成22年７月30日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内）秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成22年９月２日から平成23年３月２日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還

申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の

利用者又は所有者であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用

者等の引取りがないものについての所有権は、本市に帰属する。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話834－6497

秋田市告示第219号

次の市税充当済通知書は、本人の住所又は居所が不明のため送

達できなかったことから、地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該市税充当済通知書は、財政部納税課に保管し、送達

を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成22年８月20日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

秋田県仙北郡美郷町飯詰字南西法寺115番地１

鈴 木 俊 弘

２ 送達する書類

市税充当済通知書 １通

秋田市告示第220号

次の介護保険料納入通知書および督促状は、本人の住所又は居

所が不明のため送達できなかったので、介護保険法（平成９年法

律第123号）第143条の規定により準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納入通知書および督促状は、福祉保健部介護・高齢

福祉課に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつで

も交付する。

平成22年８月23日

秋田市長 穂 積 志

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成22年度介護保険料納入通知書

平成22年度介護保険料督促状

秋田市告示第221号

次の差押書は、事務所が閉鎖され代表者の居所も不明のため送

達できなかったことから、地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該差押書は、財政部納税課に保管し、送達を受けるべ

き者が請求したときは、いつでも交付する。

平成22年８月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 送達を受けるべき者の住所および氏名

秋田市寺内蛭根三丁目４－８

東和レジスター販売 株式会社 秋田店
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２ 送達する書類名

差押書 １通

秋田市告示第222号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第１項の規

定に基づき、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次

のとおり変更したので、同法第69条の規定により告示する。

平成22年８月26日

秋田市長 穂 積 志

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）

担当する医療の種類：薬局

秋田市告示第223号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第１項の規

定に基づき、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次

のとおり指定したので、同法第69条の規定により告示する。

平成22年８月26日

秋田市長 穂 積 志

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）

担当する医療の種類：薬局

秋田市告示第224号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、秋田市立千秋美術館企画展覧会の観覧券の販売およ

び観覧券販売に係る収入金の収納事務を次のものへ委託したので、

同条第２項の規定により告示する。

平成22年８月31日

秋田市長 穂 積 志

受託人の住所および氏名

秋田市中通七丁目１番２号

秋田ステーションビル株式会社

代表取締役社長 成 田 俊 二

秋田市教委告示第12号

平成22年８月26日午後３時秋田市教育委員会教育委員会室に教

育委員会定例会を招集する。

平成22年８月23日

秋田市教育委員会

委員長 藤 井 正 人

秋市選管告示第33号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第23条第１項および第30

条の７第１項の規定に基づき、平成22年９月１日現在で選挙人名

簿に登録した者の氏名、住所および生年月日を記載した書面なら

びに在外選挙人名簿に登録した者の氏名、登録申請を経由した領

事官の名称、最終住所および生年月日を記載した書面を次により

縦覧に供するので、同法第23条第２項および第30条の７第２項の

規定により告示する。

平成22年８月31日

秋田市選挙管理委員会

委員長 金 持 巽

１ 場所 秋田市山王一丁目２番34号

秋田市選挙管理委員会事務局

２ 期間 平成22年９月３日から平成22年９月７日まで

秋田市農委告示第10号

平成22年８月17日午後２時秋田市職員研修棟に秋田市農業委員

会総会を招集する。

平成22年８月10日

秋田市農業委員会会長 佐 々 木 吉 秋

案 件

１ 農地法第３条の規定による許可申請に関する件（６件）

２ 農用地利用集積計画（平成22年度第５号）に関する件

３ 秋田市優秀農家表彰事業実施要領の全部を改正する件

４ 地域農業活性化推進事業実施要綱の一部を改正する件

５ 農作業標準受委託料検討協議会設置要綱の一部を改正する件

６ 農政専門委員の選任に関する件

秋田市上下水道局告示第53号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定を行っ

たので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋

田市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示

する。

平成22年８月２日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定年月日

平成22年７月29日

秋 田 市 公 報平成22年９月10日 第1024号

―5―

指定

番号

医療機関

の 名 称

開設者の名称および氏名 変 更

年月日変更前 変更後

第１号
株式会社

小泉薬局
株式会社小

泉薬局

代表取締役

沢田石憲悦

株式会社小

泉薬局

代表取締役

一條 宏

平成22年

６月29日
第48号 生々堂薬局

第49号
小泉薬局

河辺店

指定番号 名 称 所 在 地
指 定

年月日

第150号
佐野薬局

下新城店

秋田市下新城長岡字毛

無谷地264番地３

平成22年

９月１日

教 委 告 示

選 管 告 示

農 委 告 示

上下水道局告示

指定工事業者 代表者 所 在 地

株 式 会 社

昭 和 興 業
中村 稔

由利本荘市石脇字山ノ神11

番地1017



秋田市上下水道局告示第54号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の廃止を行った

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示す

る。

平成22年８月３日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成22年３月８日

秋田市上下水道局告示第55号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の廃止を行った

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示す

る。

平成22年８月４日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成16年10月29日

秋田市上下水道局告示第56号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の廃止を行った

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示す

る。

平成22年８月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成22年４月24日

秋田市上下水道局告示第57号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の廃止を行った

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示す

る。

平成22年８月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成21年６月８日

秋田市上下水道局告示第58号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の廃止を行った

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示す

る。

平成22年８月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成21年10月11日

秋田市上下水道局告示第59号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条の７の

規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の廃止を行った

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第３号の規定により告示す

る。

平成22年８月27日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の廃止

２ 廃止年月日

平成22年６月17日

秋田市公告

秋田市が設置している自転車等駐車場のうち、別紙（省略）に

記載の自転車等駐車場内に長期間放置されていた自転車等を撤去

し、保管したので、次のとおり公告する。

平成22年８月３日

秋田市長 穂 積 志

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数（192台）

追分駅前自転車等駐車場 35台

上飯島駅自転車等駐車場 ４台

土崎駅前自転車等駐車場 28台

土崎図書館前自転車等駐車場 14台

土崎駅東西歩道橋下自転車等駐車場 19台
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指定工事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社

大 塚 産 業
大塚 昇 能代市大瀬儘下43番７号

指定工事業者 代表者 所 在 地

ハリマ設備企画 播磨 等 秋田市濁川字後田65番26号

指定工事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社

ミ ウ ラ 商 会
三浦 廣巳

大仙市刈和野字愛宕下174

番地の４

指定工事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社

オ ー ワ ダ
大和田 進 男鹿市船越字杉山16番地

指定工事業者 代表者 所 在 地

小 川 工 業 小川 正文 にかほ市院内字城前７番地

指定工事業者 代表者 所 在 地

ＮＡＫＡＹＡ

土 木
仲谷 民雄

男鹿市船越字八郎谷地32番

地13

公 告



秋田駅西地下自転車駐車場 17台

アトリオン広場地下自転車駐車場 ５台

秋田駅東自転車等駐車場 17台

新屋駅前自転車等駐車場 22台

下浜駅前自転車等駐車場 １台

牛島駅東自転車等駐車場 22台

牛島駅西自転車等駐車場 ７台

大張野駅自転車等駐車場 １台

� 撤去し、保管した年月日

平成22年７月15日から同月16日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内）秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成22年８月17日から平成23年２月17日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、長期放置自転車等

返還申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車

等の利用者又は所有者であることを証明するものを提示するこ

と。

３ 自転車等の処分

この公告に係る自転車等で、公告後６か月を経過しても利用

者等の引取りがないものについては、本市で処分する。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定によ

り、平成21年６月５日付け秋田市指令第3514号で許可した開発行

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づ

き、公告する。

平成22年８月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市新屋豊町３番48号

株式会社秋田フードセンター

代表取締役 齋 藤 一 郎

２ 開発区域に含まれる地域の名称

秋田市土崎港北三丁目79番１、80番１、80番２、80番３、80

番４、83番、85番、86番、88番２、88番３、88番４、89番１、

89番２、90番１、90番２、91番、92番、93番、94番、95番、97

番１、98番１、79番１地先旧水路および88番３地先道水路

秋田市公告

秋田市立の文化施設事業周知リーフレット「みるかネット・イ

ベント通信」第６号への広告掲載者を入札により決定するので、

次のとおり入札参加希望者を公募する。

平成22年８月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 入札に関する事項

� 入 札 名 「みるかネット・イベント通信」第６号広告掲

載者選定に係る入札

� 広告媒体 文化施設事業周知リーフレット「みるかネット・

イベント通信」第６号

� 予定価格（税抜き） ※最低落札価格 28,572円

� 入札参加要件

ア 秋田市内に本社、支店もしくは営業所を有する者又は秋

田市内に個人で事業所を有する者であること。

イ 租税に滞納がないこと。

ウ 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受ける者ではないこと。

エ 秋田市広告掲載基準（以下「掲載基準」という。）第５

条の規定による制限を受ける者でないこと。

２ 掲載する広告に関する事項

� 規格等 掲載寸法は、日本工業規格Ａ列４番の６分の１と

し、掲載紙面は「みるかネット・イベント通信」第６号（Ａ

４版、三つ折り、紙質：マットコート90㎏）のカラー面中央

三つ折下部とする。

� 色 フルカラー

� 発行部数 18,000部

� 配付対象 文化施設来館者、市内小中学校、図書館、公民

館等

� 広告掲載期間 平成22年10月から平成23年３月まで

� 広告の内容等

ア 掲載できない広告は、秋田市広告掲載要綱第４条第１項

および掲載基準第６条に規定するとおりとする。

イ 広告枠内に「広告」と表示すること。

３ 入札に関する事項

� 日 時 平成22年８月30日� 午前11時

� 場 所 秋田市山王二丁目１番53号 山王ビル４階

秋田市教育委員会「教育委員会室」

� 落札者の決定

落札者は、予定価格（最低落札価格）以上の金額で、最高

の金額をもって、入札した者とする。

� 契 約 日 平成22年９月３日�（予定）

� 契約金額（広告料）の支払

広告料は、平成22年９月10日�までに、市が指定する金融

機関に振り込むものとする。

� 注意事項

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参

加すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に

係る課税・免税事業者であるか否かを問わず、見積もった

契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。

４ 入札参加申込みに関する事項

� 入札参加希望者は、平成22年８月23日�午後５時までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 入札参加申込書（様式１）

イ 営業経歴書（様式２）

ウ 掲載を希望する原寸大の広告原稿

エ 納税証明書 ※（写し可）

	 消費税（税務署で、「未納税額のない証明用」の発行

を受けること。）
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� 秋田市に納めた法人市民税（個人事業主は個人市民税）

� 秋田市に納めた固定資産税

※ 消費税・法人市民税は直近の営業年度のもの

納税証明書に代わって、各納付書の写しあるいは固定

資産税および個人市民税を口座振替により納付している

場合は、納税課で交付する「市税口座振替済のお知らせ」

の提出でも可

オ 登記簿謄本（個人営業の者は住民票）※写し可

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月16日�から平成22年８月23日�

までの平日午前９時から午後５時まで（土・日は受け付け

られないので、注意すること。）

イ 受付場所 秋田市教育委員会文化振興室

ウ 申込用紙 秋田市教育委員会文化振興室又は秋田市ホー

ムページから入手すること。

５ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格等を満たしている者

に指名通知する。

� 提出された申込書等の審査結果等により、指名されない場

合がある。その者には選定結果通知により、その旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果通知については、平成22年８月24

日�に行う。

６ 入札保証金および契約保証金 免除

７ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市教育委員会文化振興室振興担当

電話 018－866－2246

秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の

規定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき、

次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項

の規定により、縦覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、

これを述べることができる。

平成22年８月24日

秋田市長 穂 積 志

１ 届出事項の概要

� 大規模小売店舗を設置する者の名称および住所

大和リース株式会社 代表取締役社長 森 田 俊 作

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番36号

� 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 フレスポ御所野

所在地 秋田県秋田市御所野元町一丁目１番１号

� 変更しようとする事項

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻およ

び閉店時刻

変更前

小売業者名 株式会社高崎戸田書店

開店時刻 午前10時

閉店時刻 午後10時

変更後

小売業者名 株式会社ゲオ

開店時刻 午前10時

閉店時刻 午前１時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

変更前 午前８時30分から午後11時30分まで

変更後 午前８時30分から午前１時30分まで

� 変更年月日 平成22年８月７日

	 変更理由 小売業者入替えのため

２ 届出年月日 平成22年８月６日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

� 縦覧場所 秋田市商工部商工労働課

� 縦覧期間 平成22年８月24日から平成22年12月24日まで

４ 意見書の提出先 秋田市商工部商工労働課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

� 意見を述べる者の氏名および住所

� 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

� 意見を述べる理由

秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の

規定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき、

次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項

の規定により、縦覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、

これを述べることができる。

平成22年８月24日

秋田市長 穂 積 志

１ 届出事項の概要

� 大規模小売店舗を設置する者の名称および住所

大和リース株式会社 代表取締役社長 森 田 俊 作

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番36号

� 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 フレスポ御所野

所在地 秋田県秋田市御所野元町一丁目１番１号

� 変更しようとする事項

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

廃棄物等の保管施設の位置

変更の内容については縦覧に供する関係書類のとおり

� 変更年月日 平成23年４月７日

	 変更理由 施設配置見直しのため

２ 届出年月日 平成22年８月６日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

� 縦覧場所 秋田市商工部商工労働課

� 縦覧期間 平成22年８月24日から平成22年12月24日まで

４ 意見書の提出先 秋田市商工部商工労働課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

秋 田 市 公 報平成22年９月10日 第1024号
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� 意見を述べる者の氏名および住所

� 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

� 意見を述べる理由

秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の

規定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき、

次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項

の規定により、縦覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、

これを述べることができる。

平成22年８月24日

秋田市長 穂 積 志

１ 届出事項の概要

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名および住所

大和リース株式会社 代表取締役社長 森 田 俊 作

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番36号

� 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 フレスポ御所野

所在地 秋田県秋田市御所野元町一丁目１番１号

� 変更しようとする事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称お

よび住所ならびに法人にあっては代表者の氏名

ア 変更前

別紙１（省略）のとおり

イ 変更後

別紙２（省略）のとおり

� 変更年月日

平成22年８月７日

� 変更理由

小売業者の入替えのため

２ 届出年月日 平成22年８月６日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

� 縦覧場所 秋田市商工部商工労働課

� 縦覧期間 平成22年８月24日から平成22年12月24日まで

４ 意見書の提出先 秋田市商工部商工労働課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

� 意見を述べる者の氏名および住所

� 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

� 意見を述べる理由

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、次により入札参加希望者を公

募する。

平成22年８月24日

秋田市長 穂 積 志

１ 入札に付する事項

� 入札に付する業務は次のとおりである。

� 上記業務に係る基本的な入札参加要件

ア 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受ける者でないこと。

イ 秋田市指名停止措置要綱（物品の納入および製造）第２

条第１項の規定による指名停止期間中の者でないこと。

２ 入札に関する事項

� 入札の日時 平成22年９月10日� 午前９時

� 入札の場所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル４階

秋田市教育委員会「教育委員会室」

� 入札保証金 免除

� 契 約 日 平成22年９月13日�

� 注 意 事 項

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参

加すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の５に相当する額を加算した金額を落札価格

とするので、消費税および地方消費税に係る課税・免税事

業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の105

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ウ 入札執行回数は、２回を限度とする。

３ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成22年９月６日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１）

イ 営業経歴書（様式２）

ウ 印刷写機の保守サービス体制調書（様式３）

エ 納税証明書

・消費税（税務署で、『未納税額のないこと用（その３）』

の発行を受けること。）

・秋田市に納めた法人市民税（個人営業の者は個人市民税）

・秋田市に納めた固定資産税

※消費税・法人市民税は、直近の営業年度のもの

オ 住民票（法人にあっては履歴事項全部証明書）

※有効期限３か月以内

� 申込書等の提出

申込書等は持参によることとし、郵送又は電送によるもの

は受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間

平成22年８月24日�から平成22年９月６日�までの土曜

日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時まで

イ 受付場所

秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル３階
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業 務 名
小中学校の印刷機使用貸借および消耗品供給に

関する契約

内 容
小中学校が使用する印刷機の使用貸借と消耗品

の供給

期 間 平成22年10月１日から平成23年３月31日まで

入 札

参加要件

① 秋田市内に本店、支店および営業所を有す

る者又は秋田市内に個人で事業所を有する者

であること。

② 租税に滞納がないこと。

③ 印刷機の使用貸借および消耗品供給が可能

な者であること。

④ 印刷機の保守サービスが可能な者であるこ

と。



秋田市教育委員会総務課企画経理担当

ウ 申込用紙

秋田市教育委員会総務課又は秋田市ホームページから入

手のこと。

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知する。

� 提出された申請書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知により、その旨を連絡

する。

� 指名通知および選定結果の通知については、平成22年９月

８日�午後に行う。

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は、平成22年８月24日�から平成22年９月６日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４

時までとする。

� 閲覧場所

秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル３階

秋田市教育委員会総務課企画経理担当

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市教育委員会総務課企画経理担当

電話 018－866－2242

秋田市公告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項

の規定により、農用地利用集積計画（平成22年度第５号計画）を

定めたので、同法第19条の規定に基づき次のとおり公告し、公衆

の縦覧に供する。

平成22年８月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 縦覧場所 秋田市八橋本町六丁目12番１号

秋田市農林部農林総務課

２ 縦覧期間 平成22年８月26日から同年９月14日まで。ただし、

土曜日および日曜日を除く。

３ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時15分まで

秋田市公告

都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第２項において準

用する同法第19条第１項の規定により、秋田県知事から送付を受

けた、中通一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設

計の概要を表示する図書を、同条第４項の規定により公衆の縦覧

に供するので、同法施行令（昭和44年政令第232号）第２条の２

の規定により、次のとおり公告する。

平成22年８月27日

秋田市長 穂 積 志

１ 縦覧期間 平成22年８月27日から都市再開発法第45条第６項

又は同法第100条の公告の日まで

２ 縦覧場所 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市勢活性化推進本部

３ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時15分まで

（土曜日、日曜日、祝日および12月29日から１月３

日までの期間を除く。）

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定により、平

成３年９月25日付け秋田市指令第2394号で許可した開発行為に関

する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、公

告する。

平成22年８月30日

秋田市長 穂 積 志

１ 開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市東通仲町３番28号

菅 原 勝 子

２ 開発区域に含まれる地域の名称

秋田市下北手梨平字登館30番１、30番２、30番３、30番４、

30番５、31番１、31番２、31番３、31番４、31番５、32番１、

32番２、33番２の内、33番３、33番４、33番５、33番６、33番

７、33番８、33番９、33番10、34番２の内、34番５、34番６、

35番、36番２の内、36番５、37番２の内、37番６、38番４の内、

38番５の内、38番11、38番12、39番２の内、39番５、41番１、

41番４、41番５、42番、43番、44番、66番２、67番２および69

番２

秋田市上下水道局公告

次のとおり手形山配水施設整備工事に係る特定建設工事共同企

業体（以下「共同企業体」という。）の入札参加資格の申請を受

け付けるので公告する。

平成22年８月３日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 入札に付する事項

� 本工事は共同企業体による工事である。

� 工事番号 水道 第35号

� 工 事 名 手形山配水施設整備工事

� 工事場所 手形大松沢 地内

� 工事概要 場内配管工事 １式

配水池補修工事 Ｖ＝6,800	×４池

流量計室築造工事 １式

緊急遮断弁室築造工事 １式

電気設備工事 １式

場内整備工事 １式


 工事期限 平成25年３月22日�

� 予定価格 975,811,000円（消費税別）

 開札予定期日 平成22年９月８日�

� 契約予定期日 平成22年９月14日�

� 注意事項 ア この入札は電子入札により執行する。

イ 秋田市財務規則、秋田市電子入札シス

テム運用基準および入札心得を遵守のう

え、入札に参加すること。

ウ 本案件は、低入札価格調査制度を採用

している。

エ 落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の100分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた額）を落札価格とするの
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で、消費税および地方消費税に係る課税・

免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の105分の100に相当する

金額を入札書に記載すること。

オ 入札執行回数は、１回を限度とする。

公表した予定価格を超える金額の入札は

無効とする。

カ ７月６日�に公告した「水道第34号

外旭川・手形山幹線送配水管整備工事」

を落札した共同企業体は、同じ構成員で

結成した共同企業体に限り、本工事（水

道第35号）の入札に参加することができ

ない。

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

� 共同企業体に関する事項

ア 共同企業体の結成は、�に定める共同企業体の構成員の

資格を満たす者２社による自主結成とする。

イ 各構成員の出資比率は、30パーセント以上とする。ただ

し、共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最大である

ものとする。

� 共同企業体の構成員に関する事項

代表者要件

ア 公告日時において、秋田市の水道施設工事および一般

土木工事に登録されていること。

イ 特定建設業の許可（水道施設工事業および土木工事業）

を有すること。

ウ 容量5,000�以上の配水池築造工事の元請実績がある

こと。

エ 上水道の用に供する口径500㎜以上のダクタイル鋳鉄

管布設工の元請実績があること。

オ 秋田市内に営業所（建設業法第３条第１項に規定する

もの）を有すること。

カ 水道施設工事業および土木工事業の許可を有しての営

業年数が６年以上であること。

カ 水道施設工事業および土木工事業に係る資格を有する

者を監理技術者又は主任技術者として本工事に専任で配

置できること。

キ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

代表者以外の構成員要件

ア 公告日時において、秋田市の水道施設工事Ａ級および

一般土木工事Ａ級又はＢ級に等級格付されていること。

イ 水道施設工事業および土木工事業の許可を有しての営

業年数が、６年以上あること。

ウ 水道施設工事および土木工事に係る資格を有する者を

監理技術者又は主任技術者として、本工事に専任で配置

できること。

エ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

３ 入札参加資格審査の申請に関する事項

� 入札に参加しようとする共同企業体は、平成22年８月23日

�までに、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を

提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式

１）

イ 特定建設工事共同企業体協定書（様式２）の写し

ウ 施工実績調書（共同企業体の構成員ごとに提出し、秋田

市発注以外の工事については契約書の写しおよび工事概要

が客観的に分かる書類を添付のこと（様式３）。）

エ 配置予定技術者調書（共同企業体の構成員ごとに作成し、

それぞれ資格者証の写しを添付のこと（様式４）。）

オ 誓約書（様式５）

� 申請書等の提出

申請書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申請書等の受付

申請書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月３日�から平成22年８月23日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで

イ 受付場所 秋田市財政部契約課工事契約担当

ウ 申請用紙 秋田市のホームページから入手すること。

４ 指名に関する事項

� 上下水道事業管理者が指名する共同企業体には、共同企業

体の代表者あてに指名通知する。

� 提出された申請書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知によりその旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果通知については、平成22年８月31

日�に電子入札システムを使用して、３の�により届出のあっ

た e-mailアドレスに対して通知する。

� 入札は電子入札により執行する。共同企業体の構成員が構

成員自身のために購入した電子証明書は、本入札には使用で

きないため、本入札で使用する電子証明書は、指名通知日の

平成22年８月31日�に契約課窓口で貸出しを行う。貸出しを

受けた電子証明書は、平成22年９月９日�午後５時までに返

却すること。

５ 設計書・設計図面の販売および閲覧に関する事項

� 設計図書は、次に記載する販売店において販売および閲覧

に供するので、入札参加を希望する者は、期間内に設計図書

を入手すること。

� 販売店 財団法人秋田市総合振興公社住宅事業部

秋田市山王一丁目２番35号（市役所山王別館１階）

電 話 018－863－2581

FAX 018－863－6556

� 販売期間 平成22年８月３日�から平成22年９月１日	ま

での販売店の営業時間内

� 設計図書の販売価格 １式 10,270円（税込み）（CD-ROM

有 １枚 1,000円）


 購入方法 設計図書の購入を希望する者は、「設計図書購

入申込書」（契約課ホームページからダウンロードすること。）

により、平成22年９月１日	までにＦＡＸで販売店へ申し込

むこと。

� 設計図書は、「設計図書購入申込書」に記入した受取希望

日に販売店において直接受け取ること。ただし、販売店の都

合により受取希望日に販売できない場合もあるため、販売店

の指示に従うこと。

� 設計図書の閲覧は、販売店内にある閲覧室でのみ可能であ

る（無料）。

 閲覧期間 平成22年８月３日�から平成22年９月７日�午
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後３時までの販売店の営業時間内

� 閲覧方法 設計図書の閲覧を希望する者は、販売店の受付

に「設計図書閲覧申込書」（契約課ホームページからダウン

ロードすること。）を持参すること。

６ その他

� 申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。

� 提出された申請書等は、返却しない。

� 落札者は、配置予定技術者調書に記載した技術者を本工事

に専任で配置すること。

� 申請書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市財政部契約課工事契約担当

電話 018－866－2165

秋田市上下水道局公告

次のとおり入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。

平成22年８月６日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

� 上記業務に係る基本的な入札参加要件

ア 前項の入札参加要件で「機械器具設置工事Ａ級」とある

のは、秋田市内に本社を有する業者で、秋田市財政部契約

課に入札参加資格審査申請書を提出し、秋田市財政部契約

課から機械器具設置工事のＡ級に等級格付されている者を

いう。

イ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者で

あること。

ウ 建設業法による営業停止期間中でないこと。

エ 秋田市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中で

ないこと。

オ 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であ

ると認められる者でないこと。

カ 資格を有する者（実務経験者を含む。）を主任技術者と

して本業務に配置できること。

キ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続

開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に

基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続

開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成22年８月24日� 午前10時

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館二階 会議室（庁舎裏）

入札保証金 免 除

契約予定日 平成22年８月26日�

注 意 事 項 � 秋田市上下水道局財務規程および入札心得

を遵守のうえ、入札に参加すること。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは再度の入

札を１回に限り行う。落札者となるべき同価

格の入札者が２人以上あるときは、直ちにく

じにより落札者を決定する。

３ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成22年８月17日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（別記様式１（省略））

イ 施工実績調書（別記様式２（省略））および契約書等の

写し

ウ 配置予定技術者の資格・工事経歴（別記様式２（省略））

（資格者証の写しを添付）

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月６日�から平成22年８月17月�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

５時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

ウ 申請用紙 秋田市上下水道局ホームページから入手する

こと。

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知するものとする。

� 提出された申込書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知により、その旨を通知

する。

� 指名通知および選定結果通知については、平成22年８月20

日�に通知する。

５ 設計書および設計図面の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は、平成22年８月６日�から平成22年８月23日	
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１ 入札に付する事項

� 入札に付する修繕は、次のとおりである。

修繕番号・修繕名 修繕場所 履行期限 入 札 参 加 要 件

第24号

松渕浄水場薬品注入設備修繕

秋田市河辺松渕

字大土手下地内

平成23年１月28日 次の①および②の要件を満たしていること。

① 機械器具設置工事Ａ級

② 秋田県内の浄水場において、薬品注入設備の施工又

は修繕の元請実績があること。

（基本的要件については、別に記載）



までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後５

時までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 設計書および仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲

載

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋田市上下水道局公告

次のとおり農業集落排水資源循環統合補助事業（機能強化）岩

見三内地区第05201号工事（処理施設改築工事）に係る特定建設

工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の入札参加資格

の申請を受け付けるので公告する。

平成22年８月17日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 入札に付する事項

� 本工事は共同企業体による工事である。

� 工事番号 下農改 第２号

� 工 事 名 農業集落排水資源循環統合補助事業（機能

強化）岩見三内地区第05201号工事（処理施

設改築工事）

� 工事場所 秋田市河辺三内字川原地内

� 工事概要 処理施設改築工事（1,060人）

土木工事 １式

建築工事 １式

機械設備工事 １式

電気設備工事 １式

� 工事期限 平成23年３月18日�

� 予定価格 246,570,000円（消費税別）

	 開札予定期日 平成22年９月15日


� 契約予定期日 平成22年９月21日�

 注意事項 ア この入札は、電子入札により執行する。

イ 秋田市財務規則、秋田市電子入札シス

テム運用基準および入札心得を遵守のう

え、入札に参加すること。

ウ 本案件は、低入札価格調査制度を採用

している。調査基準価格は予定価格（入

札書比較価格）に10分の8.5（千円未満

切捨て）を乗じて得た額とし、失格判断

基準は適用しない。

エ 落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の100分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた額）を落札価格とするの

で、消費税および地方消費税に係る課税・

免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の105分の100に相当する

金額を入札書に記載すること。

オ 入札執行回数は、１回を限度とする。

公表した予定価格を超える金額の入札は、

無効とする。

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

� 共同企業体に関する事項

ア 共同企業体の結成は、�に定める共同企業体の構成員の

資格を満たす者２社による自主結成とする。

イ 各構成員の出資比率は、30パーセント以上とする。ただ

し、共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最大である

ものとする。

� 共同企業体の構成員に関する事項

代表者要件

ア 公告日時において、秋田市の機械器具設置工事および

一般土木工事に登録されていること。

イ 特定建設業の許可（機械器具設置工事業および土木工

事業）を有すること。

ウ 集落排水処理施設（処理場）もしくは公共下水道施設

（終末処理場・中継ポンプ場）の単独発注された機械設

備工事又は 機械電気設備工事で５千万円以上の元請実

績があること。

エ 機械器具設置工事業および土木工事業の許可を有して

の営業年数が、６年以上であること。

オ 機械器具設置工事および土木工事に係る資格を有する

者を監理技術者又は主任技術者として、本工事に専任で

配置できること。

カ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

代表者以外の構成員要件

ア 公告日時において、秋田市の一般土木工事Ａ級に等級

格付されていること。

イ 土木工事業の許可を有しての営業年数が、６年以上あ

ること。

ウ 土木工事に係る資格を有する者を監理技術者又は主任

技術者として、本工事に専任で配置できること。

エ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

３ 入札参加資格審査の申請に関する事項

� 入札に参加しようとする共同企業体は、平成22年８月30日

�までに、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を

提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式

１）

イ 特定建設工事共同企業体協定書（様式２）の写し

ウ 施工実績調書（共同企業体の構成員ごとに提出し、秋田

市発注以外の工事については、契約書の写しおよび工事概

要が客観的に分かる書類を添付のこと（様式３）。）

エ 配置予定技術者調書（共同企業体の構成員ごとに作成し、

それぞれ資格者証の写しを添付のこと（様式４）。）

オ 誓約書（様式５）

� 申請書等の提出

申請書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申請書等の受付

申請書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月17日�から平成22年８月30日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで
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イ 受付場所 秋田市財政部契約課工事契約担当

ウ 申請用紙 秋田市のホームページから入手すること。

４ 指名に関する事項

� 上下水道事業管理者が指名する共同企業体には、共同企業

体の代表者あてに指名通知する。

� 提出された申請書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には、選定結果通知によりその旨を通知

する。

� 指名通知および選定結果通知については、平成22年９月７

日�に電子入札システムを使用して、３の�により届出のあっ

た e-mailアドレスに対して通知する。

� 入札は電子入札により執行する。共同企業体の構成員が構

成員自身のために購入した電子証明書は、本入札には使用で

きないため、本入札で使用する電子証明書は、指名通知日の

平成22年９月７日�に契約課窓口で貸出しを行う。貸出しを

受けた電子証明書は、平成22年９月16日�午後５時までに返

却すること。

５ 設計書・設計図面の販売および閲覧に関する事項

� 設計図書は、次に記載する販売店において販売および閲覧

に供するので、入札参加を希望する者は、期間内に設計図書

を入手すること。

� 販売店 財団法人秋田市総合振興公社住宅事業部

秋田市山王一丁目２番35号（市役所山王別館１階）

電話 018－863－2581

FAX 018－863－6556

� 販売期間 平成22年８月17日�から平成22年９月８日�ま

での販売店の営業時間内

� 設計図書の販売価格 １式 8,910円（税込み）（CD-ROM

有 １枚 1,000円）

� 購入方法 設計図書の購入を希望する者は、「設計図書購

入申込書」（契約課ホームページからダウンロードすること。）

により、平成22年９月８日�までにＦＡＸで販売店へ申し込

むこと。

	 設計図書は、「設計図書購入申込書」に記入した受取希望

日に販売店において直接受け取ること。ただし、販売店の都

合により受取希望日に販売できない場合もあるため、販売店

の指示に従うこと。


 設計図書の閲覧は、販売店内にある閲覧室でのみ可能であ

る（無料）。

� 閲覧期間 平成22年８月17日�から平成22年９月14日�午

後３時までの販売店の営業時間内

� 閲覧方法 設計図書の閲覧を希望する者は、販売店の受付

に「設計図書閲覧申込書」（契約課ホームページからダウン

ロードすること。）を持参すること。

６ その他

� 申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。

� 提出された申請書等は、返却しない。

� 落札者は、配置予定技術者調書に記載した技術者を本工事

に専任で配置すること。

� 申請書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市財政部契約課工事契約担当

電話 018－866－2165

秋田市上下水道局公告

秋田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和51年秋

田市条例第19号）第５条の規定に基づき、受益者負担金の賦課対

象区域を定めたので、次のとおり公告する。

平成22年８月20日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

賦課対象区域

手形字扇田、手形字十七流の各一部（別添図面（省略）に表示

された施工箇所に面した土地又は排水可能となる土地で、下水道

認可区域内にある土地）

秋田市上下水道局公告

次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の

規定により公告する。

平成22年８月20日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成22年９月７日� 午後２時

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館二階 会議室（庁舎裏）

入札保証金 入札する者は、自ら見積もった入札金額の100

分の５以上の金額を納付すること。

契約予定日 平成22年９月９日�

注 意 事 項 � 秋田市上下水道局財務規程および入札心得

を遵守のうえ、入札に参加すること。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは、再度の

入札を１回に限り行う。

� 落札者となるべき同価格の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじにより落札者を決

定する。

３ 入札に参加する者に必要な要件

� 東北地方に本社、支店、営業所等を有する者であること。

� 過去に地方自治体に対し、漏水調査の業務実績があること。

� 租税に滞納がないこと。
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１ 入札に付する事項

� 入札に付する委託業務は、次のとおりである。

委託番号 委 託 名 履 行 場 所 履 行 期 限 入 札 参 加 要 件

第117号 漏水調査業務委託その３ 下北手地区（駅東東ブロック） 平成22年10月29日 ３に記載



� 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全である

と認められる者でないこと。

� 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。

� 本市の入札参加資格の停止又は指名停止期間中でないこと。

� 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ

く民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の

決定を受けた者を除く。）でないこと。

４ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成22年８月31日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、秋

田市上下水道事業管理者の審査のうえ、一般競争入札参加資

格証の交付を受けなければならない。また、その審査内容

（過去の実績等）によっては、入札保証金を免除する場合が

ある。

ア 秋田市登録業者（財政部契約課）

� 入札参加申込書（様式１（省略））

� 実績調書（様式２（省略））および契約書等の写し

イ 秋田市登録業者（財政部契約課）ではない者

� 入札参加申込書（様式１（省略））

� 実績調書（様式２（省略））および契約書等の写し

	 法人登記簿謄本の写し（入札参加申込書を提出する日

を基準として、３か月以内に発行されたものに限る。）


 直近の事業年度の法人市民税および事業所税の納税証

明書（領収書の写し又は口座振替済通知書の写しでも可）

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受付

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月20日から平成22年８月31日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

５時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

ウ 申請用紙 秋田市上下水道局ホームページから入手する

こと。

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は、平成22年８月20日から平成22年９月６日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後５

時までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 設計書および仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲

載

６ 入札参加資格証の交付に関する事項

入札参加希望者のうち、入札参加要件を満たしている者には、

平成22年９月３日に一般競争入札参加資格証を交付する。

７ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋田市上下水道局公告

次のとおり仁井田浄水場薬品注入設備更新工事に係る特定建設

工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の入札参加資格

の申請を受け付けるので公告する。

平成22年８月24日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 入札に付する事項

� 本工事は共同企業体による工事である。

� 工事番号 水道 第57号

� 工 事 名 仁井田浄水場薬品注入設備更新工事

� 工事場所 秋田市仁井田字新中島221番地の２

� 工事概要 仁井田浄水場薬品（次亜）注入設備更新 １式

次亜貯留槽改修

高置タンク、次亜移送ポンプおよび一・二群

次亜注入機の更新

次亜注入制御盤の更新

変換器、サーバおよびコントローラ等の機能

増設

� 工事期限 平成23年３月10日�

� 予定価格 164,936,000円（消費税別）

� 開札予定期日 平成22年９月29日�

� 契約予定期日 平成22年10月５日�

� 注意事項 ア この入札は電子入札により執行する。

イ 秋田市財務規則、秋田市電子入札システム

運用基準および入札心得を遵守のうえ、入札

に参加すること。

ウ 本案件は、低入札価格調査制度を採用して

いる。調査基準価格は予定価格（入札書比較

価格）に10分の8.5（千円未満切捨て）を乗

じて得た額とし、失格判断基準は適用しない。

エ 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

オ 入札執行回数は、１回を限度とする。公表

した予定価格を超える金額の入札は無効とす

る。

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

� 共同企業体に関する事項

ア 共同企業体の結成は、�に定める共同企業体の構成員の

資格を満たす者２社による自主結成とする。

イ 各構成員の出資比率は、30パーセント以上とする。ただ

し、共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最大である

ものとする。

� 共同企業体の構成員に関する事項

代表者要件

ア 公告日時において、秋田市の機械器具設置工事又は水

道施設工事に登録されていること。

イ 特定建設業の許可（機械器具設置工事業又は水道施設

工事業）を有すること。

ウ 処理能力30,000�／日以上の浄水場又は下水処理場に
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おいて、次亜塩素酸ナトリウム注入設備工事の元請実績

があること。

エ 機械器具設置工事業又は水道施設工事業の許可を有し

ての営業年数が、６年以上であること。

オ 機械器具設置工事に係る資格を有する者を監理技術者

又は主任技術者として、本工事に専任で配置できること。

カ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

代表者以外の構成員要件

ア 公告日時において、秋田市の機械器具設置工事Ａ級に

等級格付されていること。

イ 機械器具設置工事業の許可を有しての営業年数が、６

年以上あること。

ウ 機械器具設置工事に係る資格（実務経験者を含む）を

有する者を監理技術者又は主任技術者として、本工事に

専任で配置できること。

エ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

３ 入札参加資格審査の申請に関する事項

� 入札に参加しようとする共同企業体は、平成22年９月６日

�までに、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を

提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式

１）

イ 特定建設工事共同企業体協定書（様式２）の写し

ウ 施工実績調書（共同企業体の構成員ごとに提出し、秋田

市発注以外の工事については、契約書の写しおよび工事概

要が客観的に分かる書類を添付のこと（様式３）。）

エ 配置予定技術者調書（共同企業体の構成員ごとに作成し、

それぞれ資格者証の写しを添付のこと（様式４）。）

オ 誓約書（様式５）

� 申請書等の提出

申請書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申請書等の受付

申請書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月24日�から平成22年９月６日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで

イ 受付場所 秋田市財政部契約課工事契約担当

ウ 申請用紙 秋田市のホームページから入手すること。

４ 指名に関する事項

� 上下水道局事業管理者が指名する共同企業体には、共同企

業体の代表者あてに指名通知する。

� 提出された申請書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には、選定結果通知によりその旨を通知

する。

� 指名通知および選定結果通知については、平成22年９月14

日�に電子入札システムを使用して、３の�により届出のあっ

た e-mailアドレスに対して通知する。

� 入札は電子入札により執行する。共同企業体の構成員が構

成員自身のために購入した電子証明書は、本入札には使用で

きないため、本入札で使用する電子証明書は、指名通知日の

平成22年９月14日�に契約課窓口で貸出しを行う。貸出しを

受けた電子証明書は、平成22年９月30日�午後５時までに返

却すること。

５ 設計書・設計図面の販売および閲覧に関する事項

� 設計図書は、次に記載する販売店において販売および閲覧

に供するので、入札参加を希望する者は、期間内に設計図書

を入手すること。

� 販売店 財団法人秋田市総合振興公社住宅事業部

秋田市山王一丁目２番35号（市役所山王別館１階）

電話 018－863－2581

FAX 018－863－6556

� 販売期間 平成22年８月24日�から平成22年９月22日�ま

での販売店の営業時間内

� 設計図書の販売価格 １式 1,870円（税込み）（CD-ROM

無）

	 購入方法 設計図書の購入を希望する者は、「設計図書購

入申込書」（契約課ホームページからダウンロードすること。）

により、平成22年９月22日�までにＦＡＸで販売店へ申し込

むこと。


 設計図書は、「設計図書購入申込書」に記入した受取希望

日に販売店において直接受け取ること。ただし、販売店の都

合により受取希望日に販売できない場合もあるため、販売店

の指示に従うこと。

� 設計図書の閲覧は、販売店内にある閲覧室でのみ可能であ

る（無料）。

� 閲覧期間 平成22年８月24日�から平成22年９月28日�午

後３時までの販売店の営業時間内

 閲覧方法 設計図書の閲覧を希望する者は、販売店の受付

に「設計図書閲覧申込書」（契約課ホームページからダウン

ロードすること。）を持参すること。

６ その他

� 申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。

� 提出された申請書等は、返却しない。

� 落札者は、配置予定技術者調書に記載した技術者を本工事

に専任で配置すること。

� 申請書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市財政部契約課工事契約担当

電話 018－866－2165

秋田市上下水道局公告

次のとおり八橋終末処理場３系機械設備工事に係る特定建設工

事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の入札参加資格の

申請を受け付けるので公告する。

平成22年８月31日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 入札に付する事項

� 本工事は共同企業体による工事である。

� 工事番号 下終末 第３号

� 工 事 名 八橋終末処理場３系機械設備工事

� 工事場所 秋田市八橋本町六丁目12番15号

	 工事概要 フラッシュゲート ６門

水中汚水ポンプ ３台

吐出弁 ３台

逆止弁 ３台

水中汚水汚物ポンプ １台

機器搬入用吊上装置 １台

細目スクリーン １台
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スクリーンかすコンテナ ２台

一軸ねじ式ポンプ １台

� 工事期限 平成23年３月22日�

� 予定価格 238,731,000円（消費税別）

� 開札予定期日 平成22年９月29日�

� 契約予定期日 平成22年10月５日�

� 注意事項 ア この入札は、電子入札により執行する。

イ 秋田市財務規則、秋田市電子入札シス

テム運用基準および入札心得を遵守のう

え、入札に参加すること。

ウ 本案件は、低入札価格調査制度を採用

している。調査基準価格は予定価格（入

札書比較価格）に10分の8.5（千円未満

切捨て）を乗じて得た額とし、失格判断

基準は適用しない。

エ 落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の100分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた額）を落札価格とするの

で、消費税および地方消費税に係る課税・

免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の105分の100に相当する

金額を入札書に記載すること。

オ 入札執行回数は、１回を限度とする。

公表した予定価格を超える金額の入札は

無効とする。

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

� 共同企業体に関する事項

ア 共同企業体の結成は、	に定める共同企業体の構成員の

資格を満たす者２社による自主結成とする。

イ 各構成員の出資比率は、30パーセント以上とする。ただ

し、共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最大である

ものとする。

	 共同企業体の構成員に関する事項

代表者要件

ア 公告日時において、秋田市の機械器具設置工事A級

に等級格付されていること。

イ 特定建設業の許可（機械器具設置工事業）を有するこ

と。

ウ 下水道施設（終末処理場・ポンプ場）の機械設備工事

で、5,000万円以上の元請実績があること。

エ 機械器具設置工事業の許可を有しての営業年数が、６

年以上であること。

オ 機械器具設置工事に係る資格を有する者を監理技術者

又は主任技術者として、本工事に専任で配置できること。

カ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

代表者以外の構成員要件

ア 公告日時において、秋田市の機械器具設置工事Ａ級に

等級格付されていること。

イ 機械器具設置工事業の許可を有しての営業年数が、６

年以上あること。

ウ 機械器具設置工事に係る資格（実務経験者を含む。）

を有する者を監理技術者又は主任技術者として、本工事

に専任で配置できること。

エ 公告日時において、指名停止期間中又は入札参加資格

停止期間中の者でないこと。

３ 入札参加資格審査の申請に関する事項

� 入札に参加しようとする共同企業体は、平成22年９月６日


までに、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を

提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式

１）

イ 特定建設工事共同企業体協定書（様式２）の写し

ウ 施工実績調書（共同企業体の構成員ごとに提出し、秋田

市発注以外の工事については、契約書の写しおよび工事概

要が客観的に分かる書類を添付のこと（様式３）。）

エ 配置予定技術者調書（共同企業体の構成員ごとに作成し、

それぞれ資格者証の写しを添付のこと（様式４）。）

オ 誓約書（様式５）

	 申請書等の提出

申請書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申請書等の受付

申請書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成22年８月31日�から平成22年９月６日


までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで

イ 受付場所 秋田市財政部契約課工事契約担当

ウ 申請用紙 秋田市のホームページから入手すること。

４ 指名に関する事項

� 上下水道事業管理者が指名する共同企業体には、共同企業

体の代表者あてに指名通知する。

	 提出された申請書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には、選定結果通知によりその旨を通知

する。

� 指名通知および選定結果通知については、平成22年９月14

日�に電子入札システムを使用して、３の�により届出のあっ

た e-mailアドレスに対して通知する。

� 入札は電子入札により執行する。共同企業体の構成員が構

成員自身のために購入した電子証明書は、本入札には使用で

きないため、本入札で使用する電子証明書は、指名通知日の

平成22年９月14日�に契約課窓口で貸出しを行う。貸出しを

受けた電子証明書は、平成22年９月30日午後５時までに返

却すること。

５ 設計書・設計図面の販売および閲覧に関する事項

� 設計図書は、次に記載する販売店において販売および閲覧

に供するので、入札参加を希望する者は、期間内に設計図書

を入手すること。

	 販売店 財団法人秋田市総合振興公社住宅事業部

秋田市山王一丁目２番35号（市役所山王別館１階）

電話 018－863－2581

FAX 018－863－6556

� 販売期間 平成22年８月31日�から平成22年９月22�まで

の販売店の営業時間内

� 設計図書の販売価格 １式 10,080円（税込み）（設計図

書 1,080円 図面 9,000円）（CD-ROM 有 １枚 1,000

円）

� 購入方法 設計図書の購入を希望する者は、「設計図書購
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入申込書」（契約課ホームページからダウンロードすること。）

により、平成22年９月22日�までにＦＡＸで販売店へ申し込

むこと。

� 設計図書は、「設計図書購入申込書」に記入した受取希望

日に販売店において直接受け取ること。ただし、販売店の都

合により受取希望日に販売できない場合もあるため、販売店

の指示に従うこと。

� 設計図書の閲覧は、販売店内にある閲覧室でのみ可能であ

る（無料）。

� 閲覧期間 平成22年８月31日�から平成22年９月28日�午

後３時までの販売店の営業時間内

� 閲覧方法 設計図書の閲覧を希望する者は、販売店の受付

に「設計図書閲覧申込書」（契約課ホームページからダウン

ロードすること。）を持参すること。

６ その他

� 申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。

� 提出された申請書等は、返却しない。

	 落札者は、配置予定技術者調書に記載した技術者を本工事

に専任で配置すること。


 申請書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市財政部契約課工事契約担当

電話 018－866－2165
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